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自己査定、償却・引当及び自己資本比率の正確性及び適切性 

の検証に関する留意事項について 

 

 

自己査定、償却・引当及び自己資本比率の正確性及び適切性に

関する検証に際しては、別途発出の「預金等受入金融機関に係る

検査マニュアル」に加え、下記について了知のうえ、ご留意願い

たい。 

 

 

記 

 

 

Ⅰ．自己査定結果の正確性の検証について 

  自己資本比率は正確な財務諸表に基づき算定されなければな

らず、その財務諸表の作成のためには償却・引当が適切に行わ

写 



 

れ、その準備作業である自己査定が適切に行われなければなら

ない。 

  したがって、検査官は、自己査定基準の適切性及び自己査定

結果の正確性のみならず、償却・引当額の総額及びその水準の

適切性を検証することが必要であり、特に、償却・引当額の総

額が信用リスクに見合った十分な水準となっているかを重視し

て検証する必要がある。 

 

１．基準日 

自己査定結果の正確性の検証を行う基準となる日（以下「基 

準日」という。）は、原則として、検査実施日（予告検査の場合

は予告日。以下同じ。）の属する決算期（中間決算を含む。以下

同じ。）の直前期の決算期末日とする。ただし、検査実施日が直

前期決算の決定のための取締役会等の開催日以前となる場合は、

前々期の決算期末日とする。 

基準日の決定は、被検査金融機関の資産内容、検査期間等を 

総合的に勘案して判断することとする。具体的には、検査期間

中に決算取締役会等が開催されることが見込まれ、かつ、被検

査金融機関の資産内容等から判断して直前決算期における自己

査定結果の正確性の検証を行うことが必要と認められる場合は、

基準日は直前期の決算期末日とする。 

 

２．抽出基準 

抽出基準については、被検査金融機関の規模、資産内容、前

回検査の結果、検査人員、検査期間等を総合的に勘案のうえ、

主任検査官が決定するものとする。また、主任検査官は、被検

査金融機関の資産内容に特に問題がなく、前回検査の結果が良

好であると認められる場合には、検査の効率化の観点から、原

則として債務者への与信額が５，０００万円又は被検査金融機

関の資本の部合計（会員勘定合計）の１％のいずれか小さい額

未満の債務者については自己査定結果の正確性の検証を省略す

ることができるものとする。さらに、これに加え、必要に応じ、

抽出率を下げることができるものとする。 



 

なお、主任検査官は、立入検査開始後においても、検査の実

効性確保の観点から、必要に応じ、抽出基準を変更できるもの

とする。 

 

３．具体的な検証方法等 

自己査定結果の正確性の検証は、次に掲げる方法により行う

ものとする。 

 

⑴ 検証の範囲 

正確性の検証の範囲は、上記２の抽出基準に基づき抽出さ

れた基準日における資産とし、特に被検査金融機関の自己査

定により債務者区分が正常先以外とされた債務者に対する債

権について、重点的に正確性の検証を行うものとする。また、

被検査金融機関の自己査定基準の検証の結果、被検査金融機

関の抽出基準に問題があり、債務者区分が正常先以外となる

べきものが正常先とされているおそれがある場合は、債務者

区分が正常先とされた債務者に対する債権についても、重点

的に正確性の検証を行うものとする。 

 

⑵ 具体的な検証方法 

被検査金融機関の自己査定により、債務者区分が正常先以

外とされた債務者に対する債権については、被検査金融機関

が自己査定の際に使用した資料（ワークシート等）により、

自己査定基準に基づき正確に自己査定が行われているかどう

かを検証する。具体的には、債務者区分、分類区分及び分類

金額が正確かを検証する。 

 

① 仮基準日において自己査定を行っている場合の取扱いに

ついては、仮基準日での資料により仮基準日時点での債務

者区分、分類区分及び分類金額が正確かを検証する。次に、

仮基準日から基準日までに修正を行う場合の基準が明確に

定められ、かつ、その基準が合理的であるかを検証し、当

該基準に従い、仮基準日から基準日までの間に、自己査定



 

結果について必要な修正が行われているかを検証する。 

また、仮基準日が決算期末日の３カ月以内となっていな

い場合には、特に仮基準日から決算期末日までの事象の変

化に伴う必要な修正が適正に行われているかを検証する。 

なお、仮基準日から基準日までに修正を行う場合の基準

が合理的であるかどうかの判断は、被検査金融機関の資産

規模、業務内容及び償却・引当額に与える影響等を総合的

に勘案のうえ行う。 

 

② 決算期末日以降の後発事象については、上記２の抽出基

準により一定基準に該当するものの抽出を求め、その内容

を精査の上、当該決算期に反映しているかどうかを検証す

る。決算期末日以降の後発事象の検証に当たっては、上記

①と同様に、後発事象の見直しについての基準が合理的で

あるかどうかの検証を行う必要があることに留意する。 

重要な後発事象（第一事象）は当該決算期に反映する必

要があることから、被検査金融機関の資産規模等を勘案の

上、重要と思われる後発事象が発生しているものの、当該

決算期に反映していない場合には、会計監査人の意見を確

認するものとする。 

 

４．自己査定の正確性の判断基準 

自己査定の正確性の検証の結果、被検査金融機関の自己査定

結果が次に掲げるものとなっている場合には、不正確であると

の指摘を行うものとする。 

なお、自己査定の正確性の判断は、検査実施日時点での債務

者の財務状況等により判断するものではなく、仮基準日又は基

準日時点での状況等により判断することに留意する。 

 

⑴ 自己査定基準の適切性に問題があり、その結果、仮基準日

時点又は基準日時点での債務者区分、分類区分又は分類金額

が誤っていると認められる場合 

 



 

⑵ 被検査金融機関が自己査定の抽出基準に従って抽出し、自

己査定を行い分類しているものについて 

 

① 基準日時点で自己査定を行っている場合で、基準日時点

の債務者区分、分類区分及び分類金額が誤っていると認め

られる場合 

② 仮基準日時点の自己査定を基準日時点の自己査定として

いる場合で、仮基準日時点の債務者区分、分類区分及び分

類金額が誤っていると認められる場合 

③ 仮基準日時点での自己査定は正確であるが、債務者の状

況、貸出金の返済状況、担保評価額、債権金額等、その後

の状況に重要な変化があり、自己査定基準に照らせば、基

準日時点での見直しが必要と認められるが、所要の見直し

が行われておらず、基準日時点の債務者区分、分類区分及

び分類金額が誤っていると認められる場合 

 

⑶ 上記⑵以外で主任検査官が特に抽出を指示したものについ

て分類対象と判断される場合 

ただし、被検査金融機関が一定金額以下の債権について抽

出対象としていない基準を定めており、被検査金融機関の資

産規模、資産内容及び償却・引当額に与える影響等を総合的

に勘案し、当該基準が合理的と認められる場合を除く。 

 

 

Ⅱ．償却・引当の適切性の検証について 

金融機関が信用リスクの程度に応じて償却・引当を行うこと

は、資産の健全性を確保する上で、極めて重要であり、また、

金融機能早期健全化緊急措置法第３条第２項第２号の規定にお

いても、自己査定結果に基づき、適切に引当等を行うこととさ

れている。 

  さらに、金融機関が行う償却・引当は、上記法律等によるほ

か、商法及び企業会計原則等に従って行われる必要があり、会

計監査人は、財務諸表監査に際し、償却・引当の内部統制の状



 

況についてもその有効性を評価することとされている。 

検査官は、会計監査人による財務諸表監査を前提として、償

却・引当を行うための体制整備等の状況等の検証を行い、償却・

引当基準の適切性及び償却・引当額の算定の合理性を検証の上、

償却・引当の総額の水準が被検査金融機関の信用リスクの程度

に応じた十分なものとなっているかを検証する必要がある。 

 

１．具体的な検証方法等 

⑴ 検証の範囲 

適切性の検証の範囲は、基準日（自己査定の基準日に同じ）

における全資産等に対する償却・引当額の算定結果とし、特

に破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先に対する債権の償却・

引当について、重点的に適切性の検証を行うものとする。ま

た、自己査定において、債務者区分が破綻懸念先、実質破綻

先及び破綻先となるべきものが、正常先及び要注意先とされ

ている場合は、当該債権の必要な償却・引当額の算定を行う

ことに重点を置いて検証を行うものとする。 

 

⑵ 具体的な検証方法 

被検査金融機関の自己査定による債務者区分に従って、償

却・引当の際に使用した資料により、償却・引当基準に基づ

き適切に償却・引当が行われているかどうかを検証する。な

お、当局検査において、債務者区分が変更された場合には、

変更後の債務者区分に従い、被検査金融機関の償却・引当基

準に基づいて償却・引当が行われた場合に追加的に必要とな

る償却・引当額を的確に把握することとする。この場合、被

検査金融機関の償却・引当基準が合理的であるかどうかの検

証を行う必要があることに留意する。 

 

２．償却・引当の適切性の判断基準 

償却・引当の適切性の検証の結果、被検査金融機関の償却・

引当結果が次に掲げるものとなっている場合には、不適切であ

るとの指摘を行うものとする。 



 

 

⑴ 償却・引当基準の適切性に問題があり、基準日時点での償

却・引当額が不適切であると認められる場合 

 

⑵ 自己査定結果を踏まえ、債務者区分又は分類区分毎に、適

切に償却・引当基準を適用していないと認められる場合 

 

⑶ 自己査定結果が誤っており、適切に償却・引当が行われて

いないと認められる場合 

 

３．償却・引当額の水準の検討 

自己査定及び償却・引当に関する検査の結果、以下の場合に 

は、償却・引当額の水準が不十分であると判断する。 

  

⑴ 自己査定基準及び自己査定結果の検証の結果、自己査定基

準が不適切又は自己査定が不正確であると認められ、債務者

区分の変更等により分類額（Ⅱ～Ⅳ分類の債権の額）が増加

することから、償却・引当額も増加することが見込まれる場

合 

⑵ 償却・引当基準及び償却・引当結果の検証の結果、償却・

引当基準が不適切又は償却・引当額の算定が不適切であるこ

とから、償却・引当額が増加することが見込まれる場合 

 

４．追加的に必要な償却・引当額の算定 

償却・引当額の水準が不十分であると判断した場合には、以

下の点に留意して算定を行う。 

 

⑴ 検証の結果、被検査金融機関の償却・引当基準が適切と認

められる場合は、当該償却・引当基準に基づき、追加的に必

要となる償却・引当額を算定する。 

⑵ 検証の結果、被検査金融機関の償却・引当基準が不適切と

認められる場合は、被検査金融機関及び会計監査人と十分に

意見交換を行った上、その不適切な部分を修正し、修正後の



 

償却・引当基準に基づき、追加的に必要となる償却・引当額

を算定する。 

 

 

Ⅲ．検査結果が自己資本比率に与える影響の検証について 

追加的な償却・引当を行った場合には、自己資本比率を再計

算し、その結果について、被検査金融機関との間で確認を行う。 

なお、このとき、自己資本比率の水準が、「銀行法第２６条第

２項に規定する区分等を定める命令」（平成１２年総理府・大蔵

省令第３９号）第１条等に定める早期是正措置の発動基準に該

当していないかを確認する。また、自己資本比率の低下に対し

て、被検査金融機関がどのような対応策を検討しているかを必

要に応じ確認する。さらに、その対応策を反映させた結果とし

て、翌決算期の自己資本比率がどの程度となるかを必要に応じ

確認する。 


